






≪振り込め詐欺の被害が増加中です！ご注意を!≫ 
12月中の1ヶ月間の県内における認知件数は332件､市内における認知件数は55件でした。

 最近の主な手口は、「カード手渡し型」です。警察官や銀行協会を装い、銀行口座が振り

込め詐欺に使われているなどとして、キャッシュカードを受け取りに来たり、区役所等の職

員を装い、医療保険や年金の還付金があると騙り、ＡＴＭ機から入金させるというものです。

平成30年12月末現在（暫定値）
被害件数 被　害　額

神奈川県 2,601件 約57億9,700万円

川崎市内 399件 約7億8,121万円

≪主な手口≫  

●息子や孫を装う電話 

「カバンをなくした」「事故を起こした」など、トラブル発生を理由に、「今すぐ現金が必要

だ」「代わりの者が取りに行く」などと言い現金を騙し取ります。

 本人に確認されないよう、事前に「携帯電話の番号が変わった」などの電話がかかってく

る手口も横行しています。

●還付金を名目とした電話

市役所や区役所の職員を装った者から、「医療費の払い戻しがあります。近くのＡＴＭで

手続きできますので、携帯電話を持って行ってください。」

などと還付金等詐欺の電話が多数かけられています。 

市役所等では、ＡＴＭでの手続きをお願いすることはありません。 

また、ＡＴＭを操作して、還付金を受け取ることはできません。 

●カードが悪用されているという電話 

警察官や銀行協会を装い、「銀行口座が勝手に使われている」などとして、捜査や調査の

名目でキャッシュカードを受け取りにくる詐欺が横行しています。 

このような電話があっても、絶対に暗証番号を教えたりカードを渡さないでください。

≪対策方法≫ 
〇 「留守番電話」の設定をして、不審な電話には出ないようにして下さい（犯人は自分の

声が録音されるのを嫌がります）。 

〇 迷惑電話防止機器の設置（着信音が鳴る前に、相手へ「この電話は録音されます」と 

警告する機能等があります）。 

〇 迷惑電話防止機能付き固定電話の設置（電話機に警告メッセージを流したり、迷惑電話

をブロックする機能等があります）。 

〇 電話会社の振り込め詐欺対策サービス（登録されていない番号からかかってきた電話

を、家族に転送してくれるサービスです）。 

〇 家族の間での合言葉などを決めておきましょう。 
















